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図７は，岩手県復興基本計画に盛り込まれてい

る高台への集団移転を想定した「木質エネルギー

利用モデルタウン」のイメージ図です。 

言うまでも無く，更地に復興タウンを建設する

際には，先ずは熱供給配管や上下水道などを埋設

した後に，道路敷設工事を実施するなどの手順が

必要です。道路を敷設した後に熱供給配管工事を

始めたので，莫大な費用が発生します。 

木質系がれき・加工廃材の有効活用促進

 

図７ 岩手県復興基本計画より抜粋 

 

６．今必要な支援と活動とは 
政府は 2011 年度第 3 次補正予算案（総額 12 兆

1 千億円）を盛り込んだ復興財源確保法案と，東

日本大震災の被災地での復興特区を認定し，規制

緩和や税制・財政・金融上の特別措置を行うため

の法案を閣議決定し国会に提出しています。 

特区の認定を受けるには特定被災区域の市町

村から幅広い規制緩和や優遇税制を求める「復興

推進計画」，新たな町づくりのため土地利用の再

編手続の緩和を求める「復興整備計画」，従来の

補助金より使途の自由度の高い復興資金の配分

を求める「復興交付金事業計画」などを作成し，

提出することが求められています。 

このような計画書作成には明確なビジョンと

地域のグランドデザインを地域のリーダーが掲

示することが重要です。 

これを受けて各区域の市町村は，個々に実施す

る事業を，そこへ整然と配置してゆくことが判り

やすい活動となります。 

そのためには，先ずは県が復興のためのグラン

ドデザインと，そこに入れ込むメニューを示し，

市町村はグランドデザインを理解した上で，必要

となる事業をメニューから優先順位を付けて選

定し，具体的な事業計画案として示すことが求め

られます。 

これを市町村側からの視点で見れば，県のグラ

ンドデザイン策定に向け，各市町村が基本要望を

取りまとめた上で，県へ早めに提案する作業が望

ましく，そのための民間からの支援が求められる

状況にあるとも言えます。 

さんさんコンソが提案します復興タウン向け

「森林系バイオマス活用型の発電・熱供給システ

ム」の具現化には，熱供給配管を埋め込むための

ハード技術や事業運営などのソフト技術，ノウハ

ウが不足しています。また，木質系バイオマス燃

料を製造しても，その安全貯蔵方法や長距離輸送

のための機材技術も十分とは言えません。 

この辺りの技術は，北欧では一般化しています

が，我が国では未経験な技術分野でもあります。 

今，我が国には再生可能エネルギー活用の大き

なニーズ（市場）が生まれつつあります。 

この又とない新規産業創出の機会を被災地復

興推進と共に企業活動に取り込むことは，我が国

全体の産業活性化にも繋がりますので，是非とも

ご支援・ご協力を頂きたく思います。 

 

７．災い転じて福と成す 

東日本大震災は途轍もない不幸を我が国へも

たらしましたが，嘆いてばかり居る訳には行きま

せん。我々が見たこと，経験したことを後生に伝

えると共に，これを契機に新たな生活の礎を築き，

被災者は勿論のこと全国民が安心して暮らせる

社会骨格を構築する必要があります。 

自然との共存を原則に自然環境を守りつつ生

活の糧を得る。そのためには，無駄を排除した「あ

の手この手の生きる知恵」が必要です。原則を忘

れずに連携と創意工夫を。 

   － やるべきことは沢山あります － 

− 5−




